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In brief 

2020 年 9 月 11 日、日本と英国は日英包括経済連携協定について大筋合意したことを発表しました。領国

での協定署名・国内承認手続きが完了すれば、日英間の輸出入においては現行の日・EU 経済連携協定が

無効となり、代わりに日英の協定が発効します。

In detail 

2020 年 9 月 11 日、日本と英国は経済連携協定（以下「EPA」）について大筋合意したことを発表しました。

現在、日英間の輸出入は日 EU・EPA の適用対象となっていますが、2020 年 12 月 31 日までの Brexit 移
行期間が満了した時点で日 EU・EPA の適用対象外となる見込みです。日英 EPA は日英両国により署名

され、国内承認手続きが完了すれば、日英間において日 EU・EPA が適用されなくなり、日英 EPA が代わり

に有効になります。日英両国は、2021 年 1 月 1 日付発効を目指して承認手続きを進めているとしています。 

このアラートの執筆時点では、日英 EPA の全文はまだ発表されていませんが、英国際貿易省のプレスリリ

ースによると、英国原産の対日輸出の 99%が関税撤廃の対象となる見通しです。また、両国政府の発表で

は、上着、編み物、および焼き菓子や、一部の鉄道車両・自動車部品に関する原産地規則の緩和も示唆さ

れています。さらに、英国は現在日 EU・EPA で有税となっている一部の日本原産鉄道車両・自動車部品に

対する関税を即時撤廃するとしています。

また、各社の報道では、日 EU・EPA と同様に、日英 EPA では英国側の自動車に対する関税が段階的に

譲許され、最終的に完全に撤廃されます。一方、日本はハードチーズに対する関税を同様に段階的に譲許

し、最終的に完全に撤廃します。また、日本で適用される、英国原産の牛肉、豚肉、鮭やその他の農水産物

に対する関税が譲許されます。

日英間において輸出入を行っている企業にとっては、日英 EPA の発効により大きな影響を受けるといえま

す。現在自社製品に対して日 EU・EPA に基づいて適用されている関税率や原産地規則は日英 EPA で変

わる可能性があります。そのため、日 EU・EPA の原産地規則を満たして EPA の適用を受けている製品で

も、日英 EPA が発効すれば規則を充足しなくなり適用対象外となる可能性があります。またサプライチェー

ンが他の EU 国とまたがっている場合、現段階の報道ではどの程度 EU 原産品が日英協定上の原産品と

みなされるかどうかはまだ明らかではありません。仮に EU 原産の部品が全面的に日英協定上の原産品と

みなされる場合は、協定上の原産地基準の充足がより容易になります。

【今できる対策とは】

今検討すべき具体的な対策としては以下が挙げられます。

• 引き続き日英 EPA のニュースを注視し、自社への影響を検討

• サプライチェーンの全体像を把握し、自社製品が EPA の適用対象外となった場合の影響を理解

• USMCA が適用できるものについては、USMCA の原産品であることの妥当性が証明できる原産判定

プロセスの構築・見直し

• サプライヤーと連携し、日英 EPA の原産地規則を満たす原材料を特定
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